
議案第３７号 

北九州市教育委員会事務専決規程の一部改正について 

 北九州市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める

。

  令和３年１月２８日提出

                     北九州市教育委員会

                      教育長 田 島 裕 美

提案理由 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間

、休日、休暇等に関する条例施行規則等の一部改正に伴い、関係規定を改め

る必要があるので、この訓令案を提出する。 





北九州市教育委員会事務専決規程の一部改正について（概要） 

１ 改正理由 

  近年、本市を含め全国的な豪雨等の非常災害の頻発により、住居損壊にとどまらず、生活基盤

が破壊されるなど、職員自身が被害に遭う危険性もこれまでに比べて高まってきていることから、

非常災害にかかる特別休暇の取得要件を拡充するため、「北九州市立の小学校、中学校及び特別支

援学校の教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則（平成２９年北九州市教育委員

会規則第１４号）」、「北九州市教育委員会会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する規則（令和２年北九州市教育委員会規則第２号）」及び「北九州市立の小学校、中

学校及び特別支援学校の会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（令和２年北

九州市教育委員会規則第５号）」の一部改正を行うこととしている（令和３年４月１日施行）。

  この改正により、特別休暇の理由が一部改められることから、当該特別休暇の理由を引用して

いる北九州市教育委員会事務専決規程（昭和４４年北九州市教育委員会訓令第３号）について、

関係規定を改めるもの。

２ 改正内容 

特別休暇の理由のうち、「現住居の滅失又は損壊」が「現住居の滅失、損壊等」に改正されるこ 

とに伴い、次のとおり改正する。 

  別表の服務の休暇等の付与のその他の項及び欠勤の承認の項備考の欄第３項中「又は損壊」を

「、損壊等」に改める。

３ 施行期日 

  令和３年４月１日





北九州市教育委員会訓令第  号

庁中一般

北九州市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める

。

令和３年  月  日

                     北九州市教育委員会     

                      教育長 田 島 裕 美

北九州市教育委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

北九州市教育委員会事務専決規程（昭和４４年北九州市教育委員会訓令第３

号）の一部を次のように改正する。

 別表の服務の休暇等の付与のその他の項及び欠勤の承認の項備考の欄第３項

中「又は損壊」を「、損壊等」に改める。 

付 則

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。
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